
第

二

千

九

百

五

十

号

平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日

(

火
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

出
納
管
理
課)

三
三
三
ペ
ー
ジ

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

三
三
三

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

三
三
四

公
安
委
員
会
告
示

○
地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
の
委
嘱

(

交
通
企
画
課)

三
三
六

公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
・
金
融
課)

三
三
六

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
に
関
す
る
件

(

同

)

三
三
六

○
公
共
測
量
の
実
施

(

用

地

課)
三
三
七

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

西
濃
農
林
事
務
所)
三
三
七

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

会

計

課)

三
三
八

規

則

岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
号

岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
会
計
規
則(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
六
十
九
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

指
定
金
融
機
関
等
が
そ
の
設
置
す
る
端
末
機
に
よ
り
公
金
を
収
納
し
た
場
合(

前
項
の
規
定
が
適

用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。)

に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
中｢

各

片
の
所
定
欄
に
出
納
印
を
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

と
あ
る
の
は
、｢

納
入
済
通
知
書
及
び
原

符
兼
払
込
金
受
領
証
の
所
定
欄
に
出
納
印
を
押
印
し
、
並
び
に
指
定
金
融
機
関
等
が
設
置
す
る
端
末

機
に
お
い
て
発
行
さ
れ
る
領
収
を
証
す
る
書
面
の
所
定
欄
に
収
納
し
た
旨
を
表
示
す
る
も
の
と
す
る｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
八
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を
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○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日



県
道

道
路
の
種
類

下

中

笠

松
線

路
線
名

羽
島
市
下
中
町
城
屋
敷
字
村

東
八
〇
六
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
加
賀
野
井
字

東
流
九
三
八
番
三
地
先
ま
で

羽
島
市
下
中
町
城
屋
敷
字
村

前
四
七
四
番
地
先
か
ら

同

市
同

町
加
賀
野
井
字

東
流
九
三
八
番
三
地
先
ま
で

羽
島
市
下
中
町
城
屋
敷
字
村

東
八
○
六
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
加
賀
野
井
字

東
流
九
三
八
番
三
地
先
ま
で

区

間

後
Ｂ Ａ

前
Ｂ

区
域
変
更
前
後
別�･�〜��･� �･�〜��･� �･�〜�･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� �、���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

Ａ
及
び

Ｂ
は
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

備

考

一
般
国
道

道
路
の
種
類 一

般
国
道

道
路
の
種
類

百
五
十
六

号 路
線
名

四
百
十
八

号 路
線
名

郡
上
市
高
鷲
町
大
鷲
字
水
呑

一
五
三
六
番
二
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
同

一
五
二
九
番
一
地
先
ま
で

区

間

山
県
市
葛
原
字
中
道
通
四
四

四
三
番
八
地
先
か
ら

同

市
同

字
同

四
四

四
三
番
一
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別 後 前 区

域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) �･�〜�･� �･�〜�･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

備

考

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
八
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
八
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
八
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。
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一
般
国
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

二
百
五
十

六
号

路
線
名

町

方

高

山
線

路
線
名

郡
上
市
八
幡
町
那
比
字
加
家
平
六

六
二
三
番
五
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
同

六

六
二
三
番
一
地
先
ま
で

区

間

高
山
市
丹
生
川
町
町
方
二
九
七
七

番
六
八
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

二
九
七
七

番
八
五
地
先
ま
で

区

間��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

道
路
の
種
類 一

般
国
道

道
路
の
種
類

路
線
名

百
五
十
六

号 路
線
名

区

間

郡
上
市
白
鳥
町
二
日
町
字
上
山
腰

一
九
二
番
二
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
同

一
八
一
番
二
七
地
先
ま
で

区

間

延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

供
用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

平
成
��･��･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
八
十
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
八
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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加
茂
警
察
署

管
轄
区
域

活
動
区
域

県
道

金

山

明

宝
線宮

坂

マ
チ

氏

名

郡
上
市
明
宝
畑
佐
字
宮
尾
一
九
七

番
二
〇
地
先
か
ら

同

市
同

字
同

一
九
五

番
五
地
先
ま
で

加
茂
郡
川
辺
町
中
川
辺

住

所 ���･�平
成
三
十
年
四
月
十
六
日

委
嘱
年
月
日

平
成
��･�･��
平
成
��･�･��

公
安
委
員
会
告
示

岐
阜
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
号

道
路
交
通
法(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号)

第
百
八
条
の
二
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
地

域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
を
次
の
と
お
り
委
嘱
し
た
の
で
、
地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
及
び
地

域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
協
議
会
に
関
す
る
規
則(
平
成
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号)

第

一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

古

田

善

伯

委
嘱
し
た
委
員

公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
・

金
融
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
三
十
年
五
月
十
八
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ギ
ガ
ス

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
岐
阜
宇
佐
店

岐
阜
市
宇
佐
南
一
丁
目
七
番
一

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

(

変
更
前)

(

仮
称)

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
岐
阜
店

(

変
更
後)

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
岐
阜
宇
佐
店

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
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コ
ー
ナ
ン
商
事
株
式
会
社

二

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

(
仮
称)

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
コ
ー
ナ
ン
美
濃
加
茂
店

美
濃
加
茂
市
御
門
町
一
丁
目
字
上
畑
一
二
七
九
―
一
番
地

外

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

コ
ー
ナ
ン
商
事
株
式
会
社

二

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

(

仮
称)

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
コ
ー
ナ
ン
美
濃
加
茂
店(

資
材
館)

美
濃
加
茂
市
御
門
町
一
丁
目
字
上
畑
一
二
九
七
番
地

外

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
御
嵩
町
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

御
嵩
町

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

数
値
修
正)

三

作
業
期
間

平
成
三
十
年
五
月
二
十
一
日
か
ら

平
成
三
十
一
年
三
月
十
五
日
ま
で

四

作
業
地
域

御
嵩
町

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

色
目
川
沿

岸
土
地
改

良
区

平
成
��･�･��
理
事

安

藤

匡

則

養
老
郡
養
老
町
飯
田

二
四
九
番
地
一

同

青

山

直

同

一
三
七
番
地

同

大

橋

文

男

同

一
一
九
番
地

同

大

橋

孝

養
老
郡
養
老
町
大
坪

一
七
一
番
地

同�
野

弥
須
利

同

二
〇
八
番
地

同

佐

竹

一

美

養
老
郡
養
老
町
蛇
持

七
四
番
地

同

佐

竹

正

男

同

四
二
二
番
地
一

同

安

福

正

紀

養
老
郡
養
老
町
祖
父
江

二
一
五
二
番
地

同

水

野

直

樹

同

橋
爪

五
八
〇
番
地
一

同

日
比
野

富
士
男

同

豊

三
二
番
地
一

同

古

田�
幸

同

宇
田
一
〇
四
〇
番
地
一
七

同�
木

慶

次

同

室
原

七
〇
四
番
地

同

田

中

清

美

同

六
三
六
番
地
一
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同�
木

敏

幸

同

五
三
五
番
地
一

同

三

輪

明

男

同

六
一
〇
番
地
二

同�
田�
和

同

六
二
三
番
地

監
事

佐

竹

人

美

養
老
郡
養
老
町
蛇
持

一
〇
番
地

同

佐

竹

利

一

同

祖
父
江
一
一
三
一
番
地
一

同

藤

田

元

次

同

中

一
七
四
番
地
一

同

大

矢

賢

治

同

室
原

六
五
五
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

色
目
川
沿

岸
土
地
改

良
区

平
成
��･�･��
理
事

藤

井

忠

敬

養
老
郡
養
老
町
飯
田

一
六
九
番
地

同

佐

藤

辰

夫

同

一
五
八
番
地

同

青

山

榮

一

同

三
八
一
番
地

同

大

橋

孝

養
老
郡
養
老
町
大
坪

一
七
一
番
地

同�
野

弥
須
利

同

二
〇
八
番
地

同

佐

竹

雅

彦

養
老
郡
養
老
町
蛇
持

七
六
番
地
一

同

佐

竹

正

男

同

四
二
二
番
地
一

同

佐

竹

正

孝

養
老
郡
養
老
町
祖
父
江
二
二
九
八
番
地
二

同

久
保
山

治

美

同

橋
爪

二
八
番
地
一

同

日
比
野

富
士
男

同

豊

三
二
番
地
一

同

堀

宏

之

同

宇
田

二
三
一
番
地
三

同

大

矢

賢

治

同

室
原

六
五
五
番
地

同

横

田

等

同

七
三
六
番
地
一

同

田

中

清

美

同

六
三
六
番
地
一

同�

田�
和

同

六
二
三
番
地

同

川

地

利

夫

同

五
七
八
番
地
一

監
事

佐

竹

晴

佳

養
老
郡
養
老
町
蛇
持

三
六
三
番
地

同

川�

比

智

同

祖
父
江

二
一
四
三
番
地

同

澁

谷

政

實

同

橋
爪

一
二
〇
〇
番
地

同�

木

敏

幸

同

室
原

五
三
五
番
地
一

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
警
察
本
部
庁
舎
清
掃
管
理
業
務
委
託
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
30年
２
月
16日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
30年
３
月
30日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
宇
佐
南
四
丁
目
８
番
16―
201号

昭
和
建
物
管
理
株
式
会
社
岐
阜
支
社

常
務
取
締
役
支
社
長
山
田
佐
利

６
落
札
金
額
31,557,600円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課
契
約
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号
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平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


